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衆
議
院
議
員
浅
野
貴
博
君
提
出
北
方
四
島
の
現
状
に
対
す
る
政
府
の
認
識
等
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

北
方
四
島
は
、
我
が
国
固
有
の
領
土
で
あ
る
が
、
我
が
国
は
、
現
在
、
北
方
四
島
に
対
す
る
管
轄
権
の
一
部
を
事
実
上
行

使
で
き
な
い
状
況
に
あ
る
。

二
及
び
三
に
つ
い
て

平
成
二
十
二
年
九
月
二
十
七
日
、
ロ
シ
ア
の
報
道
機
関
に
よ
り
、
メ
ド
ヴ
ェ
ー
ジ
ェ
フ
・
ロ
シ
ア
連
邦
大
統
領
が
近
い
う

ち
に
北
方
領
土
を
訪
問
す
る
予
定
で
あ
る
旨
報
じ
ら
れ
た
こ
と
を
受
け
、
同
月
二
十
九
日
、
前
原
外
務
大
臣
は
、
ベ
ー
ル
ィ

駐
日
ロ
シ
ア
連
邦
大
使
を
外
務
省
に
招
致
し
、
ロ
シ
ア
の
最
高
指
導
者
が
北
方
領
土
を
訪
問
す
る
こ
と
に
な
れ
ば
、
我
が
国

国
民
の
間
に
は
極
め
て
大
き
な
反
発
が
沸
き
起
こ
り
、
日
露
関
係
を
今
後
発
展
さ
せ
て
い
く
上
で
極
め
て
重
大
な
支
障
が
生

ぐ

じ
る
こ
と
に
な
る
こ
と
を
危
惧
す
る
旨
の
我
が
国
の
立
場
を
申
し
入
れ
た
。
同
申
入
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
同
年
十
一
月
一

日
、
メ
ド
ヴ
ェ
ー
ジ
ェ
フ
・
ロ
シ
ア
連
邦
大
統
領
が
国
後
島
を
訪
問
し
た
こ
と
は
、
北
方
領
土
問
題
に
関
す
る
我
が
国
の
原

則
的
立
場
と
相
容
れ
ず
、
ま
た
、
我
が
国
国
民
の
感
情
を
傷
つ
け
る
も
の
で
あ
り
、
極
め
て
遺
憾
で
あ
る
。

四
及
び
五
に
つ
い
て

一



政
府
と
し
て
は
、
北
方
四
島
の
帰
属
の
問
題
を
解
決
し
て
ロ
シ
ア
連
邦
と
の
間
で
平
和
条
約
を
締
結
す
る
と
の
方
針
の
下
、

引
き
続
き
、
強
い
意
思
を
も
っ
て
ロ
シ
ア
連
邦
政
府
と
の
間
で
交
渉
を
行
っ
て
い
く
考
え
で
あ
る
。
ア
ジ
ア
太
平
洋
経
済
協

力
（
Ａ
Ｐ
Ｅ
Ｃ
）
首
脳
会
議
の
際
の
各
国
と
の
二
国
間
会
談
に
つ
い
て
は
、
現
時
点
で
決
ま
っ
て
い
な
い
。

二


